
普F
　退職者、退職予定者（５月末日まで）及び

3 人　休職者(４月１日現在で給与の支払を受けていない)

普通徴収切替理由の合計人数 8 人

普D
　給与の支払が不定期

人　（例：給与の支払が毎月でない）

普E
　事業専従者

人　（個人事業主のみ対象）

普B
　他の事業所で特別徴収

人　（乙欄該当者）

普C
　給与が少なく税額が引けない

5 人　（年間の給与支給額が100万円以下の場合等）

□　確認済

符号 普通徴収切替理由 人数

普A
　総従業員数が２人以下

人　(下記「普B」～「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

市
処
理
欄

徴
収
区
分

□　添付書面
照
会
記
録

　　　月　　　日　　市担当　　　　　　　　　　　事担当　　　　　　　　　　氏

□　自社製

□　区分紙

□　給報内容

□　TEL　　　→ □　副分あり

6 連絡者の氏
名・所属・電話

番号 給与課　さいたま　花子　　　　　　　　　　　　　　　　（ ０４８　）　６４６　－　××××　 　　　　　

12 給与の支払方法
及びその期日 月給毎月２５日

7 関与税理士の
氏名・電話番号

（　　　 　　）　　　　　　－　 　　　　　
13 納付書の送付 要　・　不要

合計 22
人

5 代表者の
職・氏名

さいたま　太郎 11 所轄税務署名 大宮税務署

0 1

人

 

 

さ

い

た

ま

市

へ

の

報

告

人

員

特別徴収
(給与天引き) 14

人
4 同上の所在地

個人住民税
書類送付先

〒337-8586    330-8603
　埼玉県さいたま市浦和区常盤○丁目○番○号
　
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町○丁目○番○号 普通徴収

(個人で納付) 8
人

さ
い
た
ま
市
　
提
出
用

1 給与の支払期間 令和　　5　　年　　　１　　月分から　　１２　　月分まで　
2 給与支払者の個人番

号又は法人番号 1 2 3 4 5 2 3
フリガナ サイタマ　カブシキカイシャ 8 事業種目 サービス業

3 給与支払者
の氏名又は

名称
さいたま　株式会社

9 受給者
総人数 45

6 7 8 9

31 日（ 水 ）［消印有効］

指定番号 0007654321

日 提出期限：令和 6 年 1 月提出日　令和 6 年 1 月 20

令和 6 年度（令和 5 年分） 給与支払報告書（総括表）・普通徴収切替理由書

普F
　退職者、退職予定者（５月末日まで）及び

人　休職者(４月１日現在で給与の支払を受けていない)

普通徴収切替理由の合計人数
人

普D
　給与の支払が不定期

人　（例：給与の支払が毎月でない）

普E
　事業専従者

人　（個人事業主のみ対象）

普B
　他の事業所で特別徴収

人　（乙欄該当者）

普C
　給与が少なく税額が引けない

人　（年間の給与支給額が100万円以下の場合等）

□　確認済

符号 普通徴収切替理由 人数

普A
　総従業員数が２人以下

人　(下記「普B」～「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

市
処
理
欄

徴
収
区
分

□　添付書面
照
会
記
録

　　　月　　　日　　市担当　　　　　　　　　　　事担当　　　　　　　　　　氏

□　自社製

□　区分紙

□　給報内容

□　TEL　　　→ □　副分あり

6 連絡者の氏
名・所属・電話

番号

12 給与の支払方法
及びその期日

7 関与税理士の
氏名・電話番号

（　　　 　　）　　　　　　－　 　　　　　
13 納付書の送付 要　・　不要

合計
人

5 代表者の
職・氏名

11 所轄税務署名

人

 

 

さ

い

た

ま

市

へ

の

報

告

人

員

特別徴収
(給与天引き)

人
4 同上の所在地

個人住民税
書類送付先

〒

普通徴収
(個人で納付)

人

さ
い
た
ま
市
　
提
出
用

1 給与の支払期間 令和　　　　　年　　　　　月分から　　　　　月分まで　
2 給与支払者の個人番

号又は法人番号

フリガナ 8 事業種目

3 給与支払者
の氏名又は

名称

9 受給者
総人数

指定番号

日 提出期限：令和 6 年 1 月

給与支払報告書（総括表）・普通徴収切替理由書

提出日　令和 年 月

令和 6 年度（令和 5 年分）

31 日（ 水 ）［消印有効］

9179

15 24

47 51

67 71

72

78

52 56

9179

15 24

47 51

67 71

72

78

52 56

10

9179

15 24

47 51

67 71

72

78

52 56

9179

15 24

47 51

67 71

72

78

52 56

記載例
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個人市民税・県民税を令和6年6月から特別徴収
(給与から差引き)する人に使用してください。特別
徴収該当者には､ 事業所宛に税額通知書を送付
します｡

退職者や乙欄等、個人市民税・県民税を普通徴
収(給与から差引き出来ず、個人納付)する人に使
用してください。普通徴収該当者には､ ご本人宛
に納税通知書を送付します｡

特別徴収該当者区分紙 普通徴収該当者区分紙

この用紙は
特別徴収分の前に
挟みこんでください。

給与支払報告書（総括表）

・普通徴収切替理由書

特別徴収該当者区分紙

個人別明細書（特別徴収）

普通徴収該当者区分紙

個人別明細書（普通徴収）

個人別明細書（特別徴収）

普通徴収該当者区分紙

個人別明細書（普通徴収）

特別徴収該当者区分

給与支払報告書（総括表）

・普通徴収切替理由書

この用紙は
普通徴収分の前に
挟みこんでください。
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